
 

 

 

          

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           

 

 

 

 

 

 

労
基
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だ
よ
り 

 
第 190号 
Ｒ7.7.1 

鹿児島労働局ＨＰ 

 

名瀬労働基準監督署からのお知らせ 

鹿児島県最低賃金 

1時間953 円 

（Ｒ6.10.5～） 

 名瀬労働基準監督署  

TEL 0997-52-0574 

 

労
働
保
険
の
成
立
手
続
は
お
す
み
で
す
か
？ 

 

・
労
働
保
険
と
は
、
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
の
総
称
で
す
。 

・
労
働
者
を
一
人
で
も
雇
っ
て
い
る
事
業
は
、
成
立
手
続
を 

行
い
、
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。 

・
労
働
者
と
は
、
職
業
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
に
使 

用
さ
れ
る
者
で
、
労
働
の
対
価
と
し
て
の
賃
金
が
支
払
わ 

れ
る
者
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。 

ストレスチェックの実施義務拡大（予定）について 
 

現在、労働者 50 名以上の事業場に対して、年１回のストレスチェック

の実施が義務づけられていますが、５月 14 日、労働者 50 名未満の事業

場についても実施を義務づける改正労働安全衛生法が公布されました。 

ストレスチェックは、労働者のストレスの状況について検査を行い、本

人の気づきを促すとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善

につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを

主な目的とするものです、 

50 名未満事業場への義務化は、公布から３年以内に施行されることに

なっていますので、この猶予期間中に社内体制を整備し、ストレスチェッ

ク制度をスムーズに導入できるようご準備をお願いします。 

「スタートアップ労働条件」 

このサイトから、36協定、1年
変形労働時間制、就業規則
の電子申請が可能です。 
 
 
 
 
 
・労務、安衛管理WEB診断 
・働き方改革セルフチェック 
・電子申請様式作成支援 
・就業規則作成支援ツール 
 

 

 

 

 

 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を

30 円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、

その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 
鹿児島県最低賃金は、昨年 56 円引上げられ、時間額 953 円です。 

政府は 2020 年代に全国加重平均 1500 円まで引き上げる目標を掲

げており、目標達成には毎年約７.3％の引上げが必要となることから、

今年度も大幅に引上げられる可能性が高いと予想されます。 

 申請条件を満たしている場合、地域別最低賃金改定日の前日までに申

請と賃金の引上げをすることで、助成金を活用することができます。 

ご不明な点は業務改善助成金コールセンターまでお問合せください。 

  電話番号：０１２０－３６６－４４０（受付時間 平日 9：00～17：00） 

令和７年度業務改善助成金のご案内 

 

 

  

 

賃賃金金引引上上げげ  

のの支支援援策策  


